
 

被災住宅等修繕支援事業補助金 
 

Ｒ６能登半島地震により被災した市民が行う被災住宅等の補修工事の費用

の一部を助成するものです。 
 

【受付期間】 令和６年３月 18日(月)から令和６年６月 28日(金)まで 

【工事期限】 令和６年 12月 31日(火)まで 
 

【制度の概要】  

区  分 説    明 

対 象 物 

次のいずれかの対象物 

・市の能登半島地震に係る罹災証明を受け、その判定結果が準半壊以上で

ある住宅（店舗兼用住宅を含む。） 

・その住宅と同一敷地内にある倉庫、車庫など 

対 象 者 

次のすべてに該当する者 

・補助金の交付申請時において、本市に住所を有していること。 

・被災住宅等を所有し、又は被災住宅等に居住していること。 

・市税等を滞納していないこと。 

対象経費 
対象物の補修工事に要する費用 

※国、地方公共団体その他の団体から補助を受けているものは除きます。 

補 助 金 
対象経費の ４分の１ に相当する額（1,000円未満切捨て） 

限度額 50万円 

問 合 先 

糸魚川市 産業部 都市政策課 都市計画係 

電話 025-552-1511（内線 2375） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ toshi@city.itoigawa.lg.jp 

糸魚川市の専用ホームページ          ➡ 

（ホーム>暮らし>消防・防災>地震に関する情報） 

 
 

 

R6.1.1能登半島地震 緊急対応 準半壊以上 


